
 

平成２７年度  「労働行政説明会」

主 催：滋 賀 労 働 局 

みんなが安心して働けるために ～労働局からお伝えしたいこと～ 

事業主の皆様に取り組んでいただきたい、事業場内の安全対策、障害者雇用対策や改正パートタ

イム労働法の説明など幅広く情報発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「労働行政説明会」参加申込書 

滋賀労働局総務部企画室 行 

（FAX ０７７－５２２－６４４２） 

事業場名  

                           

所 在 地                       

電話番号                

記入担当者職氏名                   

１ 参加希望会場 （いずれかに✓を付けて下さい。） 

□ 湖北会場：７月２日（木）ひこね燦ぱれす（彦根市小泉町６４８－３） 

□ 湖南会場：７月６日（月）守山市民ホール（守山市三宅町１２５番地） 

２ 参加者数        名（１事業場につき２名まででお願いいたします） 

※１ 説明会当日は、本書の控えをご持参ください。 

※２ 公共交通機関をご利用ください。 

☆［湖北会場］平成２７年７月２日（木）13：30～16：00 

ひこね燦ぱれす 多目的ホール（彦根市小泉町６４８‐３） 

【無料、事前申し込みによる先着 180 名】 

 

☆［湖南会場］平成２７年７月６日（月）13：30～16：00 

   守山市民ホール 小ホール（守山市三宅町１２５番地） 

【無料、事前申し込みによる先着 160 名】 
 

◎両会場とも事前のお申し込みが必要です。申込書に記入し下記あてファックスまたは郵送にて

お申し込みください。【締切：６月１９日（金）】 

＜お申し込み・お問合せ先＞ 

〒520-0057 大津市御幸町６－６ 滋賀労働局総務部企画室 

        TEL 077-522-6648・FAX 077-522-6442 

湖南会場は定員に達しましたので、 

受付を終了いたしました。 



 
 

【説明内容】 

第１部【労働基準関係】 

○ 転倒災害防止について 

○ 助成金等の説明 

 （1）受動喫煙防止対策助成金 

 （2）中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金（業務改善助成金） 

 

第２部【職業安定関係】 

○ 改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」を策定しました 

○ 従業員の正社員化などのキャリアアップに関する助成金等について 

○ 青少年の雇用の促進等に関する法律の改正について 

 

第３部【雇用均等関係】 

○ パートタイム労働者を雇用するにあたって 

  －能力を十分に発揮できるトラブルのない職場環境を目指して－ 

 

【湖北会場】 

 

 

【湖南会場】 

 

 

 

 

 

 

 

守
山
駅 

野
洲
方
面 

草
津
方
面 

守山市民ホール 

● 県立守山高校 

守山市民 

運動公園 

●  

● 

立命館中学校 

高等学校 


